
２ せたな町再生可能エネルギー発電施設の設置等に関するガイドライン

【５（１）～（１６）】遵守事項に係るチェックリスト【記載例】

項 目 該当の有無等 確認・相談策等

(１) 近隣住民との協調を保つこと

☑有

□無

□相談中

住民説明会を実施済・町内会長

と協議済・近隣住民に個別訪問

で説明を行った 等

(２)
動植物に与える影響を可能な限り回避

するよう十分配慮し、必要な措置を講ず

ること

☑有

□無

□相談中

自然環境保全区域等の各種保護

区域ではないことについて確認

済 等

(３) 関係法令を遵守すること

☑有

□無

□相談中

行政機関に関係法令の遵守事項

について確認済 等

(４)
災害防止対策

・雨水等による土砂、汚泥の流出及び水

害等に対する防止対策を講じること

☑有

□無

□相談中

土地の形質変化を最小限にとど

める・土地の流出を防止する対

策をとる 等

(５)
急傾斜地への設置

・災害防止の観点から設置を避けること

□有

☑無

□相談中

発電施設の設置箇所が急傾斜地

でないことを現地で確認済 等

(６)

景観

・周辺の環境・景観と調和が図れるもの

とする

・広告は管理上必要とされる最小限の広

告物のみとする

☑有

□無

□相談中

北海道の届出対象行為及び景観

の基準に該当しないように建設

する。 等

(７)
緊急連絡体制

・連絡先等を記載した管理看板の設置

・緊急連絡体制を整備すること

☑有

□無

□相談中

連絡先等を記載した管理看板を

設置する 等

(８)
照明器具等の設置

・住民や動植物等の周辺環境への影響を

避けること

□有

☑無

□相談中

照明器具等の設置予定はない

等

(９)
安全対策

・関係者以外のものが立ち入らないよう

フェンス等を設置すること

☑有

□無

□相談中

関係者以外が立ち入らないよう

フェンスを設置する

(10)
設置計画区域の環境整備

・やむを得ず除草剤等の薬剤を使用する

場合は、周辺環境に十分に配慮すること

☑有

□無

□相談中

定期的に設置区域内の環境整備

を実施する。なお、除草剤等は

使用しないこととする 等



(11)

隣接する住宅地への配慮

・電波障害、圧迫感、騒音、低周波音、

悪臭、熱、反射等に配慮し、必要な対策

を実施すること

☑有

□無

□相談中

近隣住民の生活に影響が出ない

よう配慮するとともに、設置施

設に起因する苦情があった場合

は適切に対応する 等

(12)
住宅等からの距離（小型風力発電のみ）

・最も近い住宅等までの距離

１●●ｍ

☑有

□無

□相談中

小型風車設置箇所から２００ｍ

以内（１００ｍ以上）に住宅が

あるため、事業説明を行ってい

る（同意書添付） 等

(13)
近隣農地の営農者等との協議

・水路や農道に隣する場合、排水先や近

隣農地の営農者等と協議すること

☑有

□無

□相談中

関係する営農者や農業委員会と

協議済 等

(14)
施設に起因して発生する苦情等

・迅速かつ誠実な対応をとること

☑有

□無

□相談中

連絡先等を記載した管理看板を

設置し、苦情等が発生した場合

は迅速かつ誠実な対応をとるこ

ととする 等

(15)
防災、環境保全、景観の観点により、予

期しなかった問題が生じた場合、適切な

対策を講じ、近隣への配慮を行うこと

☑有

□無

□相談中

連絡先等を記載した管理看板を

設置し、速やかに適切な対策を

講じる 等

(16)
施設の廃止

・速やかに事業者の責任により撤去等適

正に処理すること

☑有

□無

□相談中

施設廃止後●か月以内に撤去予

定 等

(17)
文化財

・文化財を保護すること

□有

☑無

□相談中

文化財埋蔵物該当地域でないこ

とを確認済 等


